
 

船舶事故等調査報告書 

平成２３年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第３８号 

事故等種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２２年１０月２０日（水） １７時３０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市御座埼灯台北方沖 

 御座埼灯台から真方位３４８°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.６′ 東経１３６°４５.１′） 

事故等調査の経過  平成２３年３月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット シエスタ、１５トン 

２５２－２２４５０三重、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船底擦過傷 

定置網 索擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗船し、御座埼灯台北方沖を志摩市浜島港に向

けて約０５０°（真方位、以下同じ。）の針路で機走中、前方に大型船が錨

泊していたため、御座埼灯台西方約０.９海里地点で針路を０７０°に変針

した。   

 船長は、レーダーが故障していたので、ＧＰＳプロッターの電源を入

れ、速力１～２ノットで航行中、平成２２年１０月２０日１７時３０分ご

ろ、ＧＰＳプロッターが作動する前に船底にショックを感じ、御座埼灯台

北方沖の定置網に乗り揚げた。 

本船は、キールと舵の間に定置網のロープが絡まり動けなくなった。 

 船長は、海上保安庁に連絡し、翌日、自力で脱出して浜島港に帰港し

た。 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 北西、風速 約１ｍ、視界 不良、日没時刻

 １７時１５分ごろ 

海象：潮汐 下げ潮の初期、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 船長は、御座埼灯台北方沖での航行経験が約１１年あり、慣れからいつ

もＧＰＳプロッターを作動させずに航行していた。 

船長は、この海域に定置網が敷設されていることは承知していた。 

定置網には、灯火がなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、御座埼灯台北方沖を北東進中、船長

が、船位の確認を適切に行わなかったことから、

定置網に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因  本事故は、夜間、本船が、御座埼灯台北方沖を北東進中、船長が船位の

確認を適切に行わなかったため、定置網に乗り揚げたことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・ＧＰＳプロッター等で船位を確認しながら航行すること。 

 




